重度の心身障がい児（者）の医療費の負担を軽減するための制度で、和歌山県の補助を受けて実施
しています。
○　対象者（所得制限があります。所得制限の詳細については、裏面に記載）
・身体障害者手帳：１級　２級　３級所持者（３級所持者は入院のみ対象）
・療育手帳：障害程度Ａ所持者　　・特別児童扶養手当：１級該当児
なお、満65歳以上で新たに重度心身障がい者になった人は、対象外です。（H18.8以降）
　
対象者で、前年中の世帯の所得額等が限度額以内である人には、重度心身障害児（者）医
療費受給者証（黄色い証）を交付します。

　　有効期間は８月１日から翌年７月31日までの１年間となっており、毎年７月中に所得額
等を確認し、自動更新にて受給者証を発送します。
ただし、有効期間内に手帳等の更新（再認定、再判定）時期をむかえる方については、そ

の期限までの受給者証をお渡しします。更新後、引き続き対象等級に認定された場合は、さ

かのぼって受給資格を認めます。
　　所得額等が限度額を超えている人については、受給者証の交付はありません。

○　申請手続きに必要なもの（年次更新の場合、申請は必要ありません。）
　① 身体障害者手帳、療育手帳　又は　特別児童扶養手当認定証　　② 認印（朱肉を使用するもの）

　③ 健康保険証等各種医療費受給者証
　④ 本人名義の口座情報が分かるもの（通帳等）※18歳未満は保護者名義も可
　⑤ マイナンバーの通知カード、又は個人番号カード
※配偶者のいる方は配偶者分、18歳未満は保護者分も必要です。
　⑥ 申請者の身元確認の書類（官公庁等より発行され、提示時において有効なもの）
　　※写真表示のあるものは1点、写真表示のないものは2点必要です。
○　転入された方で、マイナンバーを利用した所得調査に同意いただけない場合は、上記必要物に併
せて世帯員全員の前年分の所得証明書が必要になります。
○　医療費の助成額　　保険の範囲内で医療費・薬剤費・訪問看護費が無料になります。
（身体障害者手帳３級所持者は、入院の医療費のみ無料になり、外来分は助成の対象外です。）

食事代・文書料・室料等の保険外費用は、助成の対象外です。社会保険等の付加給付を受ける場合は、当該医療制度の給付が優先され、その分は助成の対象外になります。
○　受給者証の使い方
県内の医療機関で受診する場合……窓口での支払いは必要ありません。
　　医療機関・調剤薬局の窓口で健康保険証と受給者証を提示してください。

保険の範囲内で医療費・薬剤費が無料になります。

治療用装具は１０割負担の後、医師意見書・装着証明・領収書・印鑑を持参いただければ、保

険に合わせて3割（若しくは１割）を、指定の口座へ払い戻します。（※社会保険加入者は保険給付の決定通知も併せて必要です。）
　県外の医療機関で受診する場合……窓口での支払いが必要です。
領収書（領収印があるもの、原本）を持参のうえ、市役所福祉課に申請してください。治療用装具は医師意見書・装着証明も必要です。
翌月15日（休日の場合は翌営業日）に指定の口座へ払い戻します。
※領収書は、月ごとにまとめて提出ください。医療機関に問い合わせることがあるため、できるだけお早めに手続きをお願いします。※保険変更は必ず届け出が必要です。医療保険各法に基づく被保険者等であることを確認できるものをご持参のうえ届け出お願いします。
※社会保険等の付加給付を受けた場合は、その付加給付額が分かる通知等を持参してください。

身体障害者手帳3級所持者の所得制限について
　障害者本人が属する世帯員全員に市町村民税所得割が課せられていないこと。

身体障がい者手帳１、２級所持者　療育手帳Ａ所持者　特別児童扶養手当１級該当児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の所得制限について

障がい者本人及び扶養義務者等の所得額が以下の限度額未満であること。

　※　扶養義務者等とは、配偶者又は民法に定める扶養義務者で主として障がい者本人の生計を維持する者をいう。

	扶養親族

等の数
	限　　　度　　　額

	
	障がい者本人の所得
	扶養義務者等の所得

	０人
	４,５９６,０００
	６,２８７,０００

	１人
	４,９７６,０００
	６,５３６,０００

	２人
	５,３５６,０００
	６,７４９,０００

	３人
	５,７３６,０００
	６,９６２,０００

	４人
	６,１１６,０００
	７,１７５,０００

	５人
	６,４９６,０００
	７,３８８,０００


　所得税法に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上表の金額に次の額を加算した額とする。

　　　①　障がい者本人の所得

　　　　・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円
　　　　・特定扶養親族１人につき２５万円
　　　②　扶養義務者等の所得

　　　　・老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないとき

は、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６万円
所得の範囲及び額の計算方法

　　控除後の所得額　＝　所得額　－　８万円　－　下表の控除額
　　※控除後の所得額と、別表の所得制限限度額を比較する。

　＊控除額（特別児童扶養手当法施行令第５条第２項第１号～第６号）

	区　　分
	控 除 対 象 者
	控除金額

	雑損控除
	地方税法第３４条第１項第１号の控除を受けた者
	控除相当額

	医療費控除
	地方税法第３４条第１項第２号の控除を受けた者
	

	小規模企業共済等掛金控除
	地方税法第３４条第１項第４号の控除を受けた者
	

	配偶者特別控除
	地方税法第３４条第１項第１０号の２の控除を受けた者
	

	障害者控除
	地方税法第３４条第１項第６号の控除を受けた者
	２７万円

	特別障害者控除
	
	４０万円

	寡婦（夫）控除
	地方税法第３４条第１項第８号の控除を受けた者
	２７万円

	寡婦の特別控除
	地方税法第３４条第３項の控除を受けた者
	３５万円

	勤労学生控除
	地方税法第３４条第１項第９号の控除を受けた者
	２７万円

	肉用牛の売却による事業所得の免除
	地方税法附則第６条第１項免除を受けた者
	当該免除に係る所得の額


重度心身障害児（者）医療費制度について








